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◎新潟県告示第400号 

 身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第２項の規定により、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条第１項に規定する指定を受けた医師から、指定を辞退する旨の届出があった。 

令和８年５月12日 

新潟県知事  花 角  英 世 

氏名 
担当する医療の

種類 

従事する病院又は 

診療所の名称 
所在地 辞退年月日 

小池 宏 泌尿器科 新潟労災病院 
上越市東雲町１－７－

12 
令和８年３月31日 

布目 愛紗 整形外科 
新潟手の外科研究

所病院 

北蒲原郡聖籠町諏訪山

997番地 
令和８年４月１日 

渡邉 和樹 内科 新潟県立柿崎病院 
上越市柿崎区柿崎6412

－１ 
令和８年４月３日 

 


